
※なお、電気の契約や料金に関しては、ご契約の電力会社に
　お問い合わせください。

Mai l：adenki@pref . toyama. lg . jp
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富山県企業局子育て支援事業富山県企業局子育て支援事業

電気料金負担を軽減し、子育て世帯を応援します。電気料金負担を軽減し、子育て世帯を応援します。
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令和7年度の新規申込みはいつからですか。
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（例えば祖父母）

令和7年3月3日（月）～令和8年2月10日（火）

令和7年4月～令和8年3月

197

毎年４月１日時点での状況を確認するため、現況届

（様式第２号）を提出してください。詳しくは令和７

年３月末にお送りする振込予定通知をご覧ください。

お子様が生まれた時点で18歳未満のお子様が3人

以上であれば、認定できますので、申請してくださ

い。認定の翌月から対象となります。

Webページ上の料金明細画面を印刷したものでも

受け付けます。

よくある質問 (Q&A) 集

電気契約を変更中のため、
「お客様番号」がわかりません。
電力会社を変更される場合は、一旦、「お客様番

号」は空欄で申請し、後日契約内容がわかる書

類をご提出ください。電力会社の変更がない場

合は、変更前のお客様番号を記載の上、申請し

てください。ただし、電力会社の変更の有無に

関わらず直近の電気料金がわかる書類は必ず提

出してください。

認定後に県外に引っ越すことになったの
ですが、どのような手続きが必要ですか。

「電気契約の内容がわかる書類」は
Webページ上の画面を
印刷したものでもよいですか。

変更届（様式第3号）と県外へ引っ越しした日が

わかる住民票（複写（コピー）でも可とします。）

を提出していただく必要があります。支援金額

は、県外に引っ越しされるまでの月数に応じた

額となります。

Q1

電気契約をされている住所にお子様がお住まいであ

ることが確認できれば、契約者は申請者でなくても

構いません。

すくすく電気
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（申請の3ヶ月以内に発行されたもの。複写（コピー）でも可。）

引越しや子どもの誕生などで申請内容が
変更となった場合

申請に必要な書類をまとめて富山県企業局子育て支援事業担当まで郵送してください。
申請からおよそ1 ヶ月後に認定結果をお送りします。なお、認定の翌月から支給対象となります。

既に認定を受けている方も、毎年４月１日時点での
状況を確認するため、富山県企業局からお送りする
現況届（様式第２号）を提出してください。

変更届（様式第３号）を提出してください。用
紙は富山県企業局電気課HPよりダウンロード、
印刷してください。

電気契約者名義、お客様番号、使用場所（住所）、１ヶ月の電気料金がわかるもの。
請求書、Web上の電気料金や契約内容が表示された画面をプリントしたものなど。

電気契約


